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である。
このためマイナンバー制度は、
民間企業などが税や社会保障の手
続きで従業員のマイナンバーの提
供を求める場合、利用目的を提示
することが義務付けられている。
また、2017年 1 月から利用開始が
予定されている「マイ・ポータル」
という政府のインターネットサー
ビスでは、行政機関などがマイナ
ンバーを含む自己の情報をいつ、
どことやり取りしたのかを照会で
きることになっている。このよう
な措置を通じて、「国民が自己情
報をコントロールできる社会」が
実現される。
マイナンバー制度は、個人にも
一定の役割を求めている。まず、
個人が心掛けるべきことは次の 2
つである。
①制度の趣旨を理解し、自分の

マイナンバー制度への
個人の対応
マイナンバー制度は、「行政を
効率化し、国民の利便性を高め、
公平・公正な社会を実現する社会
基盤」（内閣官房社会保障改革担
当室・内閣府大臣官房番号制度担
当室による概要資料）として導入
される制度である。政府は、制度
の目的の 1つに「国民の権利を守
り、国民が自己情報をコントロー
ルできる社会の実現」を掲げてい
る（総務省自治行政局住民制度課
「社会保障・税に関わる番号制度
についての基本方針（概要）」）。
マイナンバー制度の重要なポイン
トがこの一文に表されている。す
なわちマイナンバーを含む個人情
報を自分自身が適切に管理し、ど
のように利用されているのかを把
握できることが必要だということ

マイナンバーを含む個人情報
を適切に管理する（SNSなど
にマイナンバーを掲載しない
など）
②マイナンバーの提供を求めら
れたときは、相手との関係、
相手から示された利用目的を
よく考え、提供すべきか否か
を適切に判断する
次に、個人がなすべきことにつ
いて確認しておこう。

（1）通知カードの受け取り
2015年10月から、マイナンバー
が記された紙製の「通知カード」
の送付が始まる。通知カードによ
り自分のマイナンバーを知ること
となるので、これを確実に受け取
る必要がある。通知カードは住民
登録された市区町村の住所宛てに
送付されるため、住民票の住所に
居住していない場合は、住民票を
移すなどの対応が必要となる。

（2）マイナンバーの提供
2016年 1 月から行政手続きでの
マイナンバーの利用が始まるた
め、勤め先や金融機関などからマ
イナンバーの提供を求められるよ
うになる。利用目的を理解し、提
供が必要と判断したら、自分のマ
イナンバーを示す書類（通知カー
ド、個人番号カード、マイナンバ
ーが記載された住民票、住民票記

2016年 1月のマイナンバー制度運用開始まで残すところ
数カ月となった。10月からは通知カードの送付が始まり、
住民は自分自身のマイナンバーを知ることとなる。当制度
は、規模の大小を問わずすべての事業者が制度対応をしな
ければならない。その対応内容は、取扱規定の策定、従業
員教育、情報漏えいなどへの備えを施した上で、法律で定
められた関係事務を行うために、マイナンバーの収集・保管・
利用・廃棄を確実に実施することである。
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載事項証明書）と本人確認書類（運
転免許証、パスポートなど）を提
示する。
マイナンバーの提供先には表 1
に示すものがあり、複数の相手に
同様の手続きでマイナンバーを提
供することも多いであろう。また、
「行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関
する法律」（番号法）の改正案が
2015年の通常国会に提出され衆議
院を通過し、現在参議院に送られ
ている状況だ。これが可決される
と預金にもマイナンバー制度が導

入される。そうなると口座開設時
などにも銀行からマイナンバーの
提供を求められることになる。

企業が求められる制度対応
企業は、社会保障・税に関する

手続きにおいて、従業員や取引先
個人のマイナンバーを記載した書
類を行政に提出することになる。
これまでの書類にマイナンバーを
付記するだけではあるが、これを
行う上で、情報漏えいなどが発生
しないよう「特定個人情報の適切
な取扱いに関するガイドライン」

（以下、「特定個人情報保護ガイド
ライン」）などに準拠して安全管
理措置を講じなければならない。
その措置を順守しながらいかにマ
イナンバー付記という業務を実装
するかが、企業にとって課題とな
る。
ここでは、準備フェーズと実行
フェーズに分けて、企業に必要な
制度対応のポイントについて述べ
る（図 1）。

（1）準備フェーズのポイント
①現行の税・社会保障業務の分
析では、いつ、どこで、誰が
マイナンバーを取り扱うこと
になるかを明確化する。これ
に基づいて、マイナンバーを
含む特定個人情報の取扱者、
取扱部署を明確化する（リス
ク所在の明確化措置）。
②安全管理措置の基本方針およ
び取扱規程を策定したら、そ
れに基づいてシステムと業務
の見直しを行う。

図1　企業に求められるマイナンバー制度対応のプロセス

収集 保管 利用 廃棄

安全管理措置
①現行の税・社会保障業務の分析
②マイナンバーの提供を求める個人の特定と、個人に提示する利用目的の整理
③特定個人情報に関する安全管理措置の基本方針・取扱規程の策定
④システム・業務の見直し
⑤役職員に対する教育の実施

準備フェーズ 実行フェーズ
～ 2015年12月 2016年1月～

表1　マイナンバーの主な提供先

提供先 提供するマイナンバー 利用目的

勤務先 自分
扶養親族

源泉徴収事務
社会保険事務

税務署 自分 確定申告

報酬・家賃など受取先 自分 支払調書作成事務

金融機関 自分 有価証券取引に伴う調書作成事務

保険会社 自分 年金・配当金受け取りに伴う
支払調書作成事務
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③マイナンバーの提供を求める
相手には、従業員のほか支払
調書を作成している個人も含
まれる。相手に提示する「利
用目的」は、網羅性と妥当性
の検証が必要である。
このほか、全国の企業が一斉に
マイナンバー制度への対応準備を
始めることを考慮して、資材（紙、
封筒、プライバシーシールなど）
を確保することも必要になる。ま
た、マイナンバーを登録する入力
オペレーターの計画的な確保も必
要である。
マイナンバー制度は、その影響
範囲が個人に関わる業務全般（人
事・厚生、経理、総務、IT、コ
ンプライアンスなど）に及ぶ。そ
のため、マイナンバー制度への対
応ではシステムはもとより業務設
計に大きなポイントがある。また、
業務設計の内容によっては、全社
的な組織体制の見直しが必要にな

ることも考えられる。そのため、
準備に当たっては、全社横断的な
タスクフォース（特別チーム）の
ような組織を設置することが有効
である（図 2）。

（2）実行フェーズのポイント
①マイナンバーの収集に際し、
相手が提供を拒む場合は、そ
の交渉経緯を記録しておくべ
きである。マイナンバーを受
け入れる際は、本人確認およ
びマイナンバーの真正性確認
が必要である。
②マイナンバーの保管に当たっ
ては、「特定個人情報保護ガ
イドライン」などに準拠して
システムにおける情報漏えい
対策を実施しなければならな
い。
③行政提出書類にマイナンバー
を付記するためには、これに
合わせた業務・システム設計
が必要である。

④不要となったマイナンバーお
よびマイナンバー記載書類
（データ）は速やかに廃棄し
なければならない。これまで
多くの企業では、法定保存期
限を超えて書類を保存してい
るが、廃棄については倉庫が
書類でいっぱいになったり、
記憶媒体がいっぱいになった
りしたら行うなど、明確な決
まりを設けていないことが多
い。マイナンバーを含む特定
個人情報の目的外保管を排除
するために、廃棄業務をスケ
ジュール管理することが必要
である。

対応負荷が大きい金融機関
証券会社、銀行、保険会社のよ
うな金融機関は、前述した企業と
しての対応のほか、2016年 1 月の
マイナンバー利用の開始時点で
は、表 2に示す業務でマイナンバ
ーの記載が必要になる。
これらの業務における制度対応
のポイントは以下の通りである。

（1）有価証券取引業務
①対象顧客の特定

マイナンバーの提供要請業務を
効率化するためには、有価証券取
引口座管理システムで、いかに名
寄せのレベルを高められるかがポ

図2　タスクフォースの構成例

…

経営

全社横断
タスクフォース

事務局
（経営企画・リスク管理ほか）

総務 経理 教育 内部統制 IT人事



99民間におけるマイナンバー制度対応

イミングはいつかを検討すべきで
ある。
③マイナンバー廃棄のタイミング

解約された口座や、使われない
口座のマイナンバーの廃棄時期を
明確に規定し、業務・システムに
実装する必要がある。

（2）保険業務
①マイナンバー提供要請の

　タイミング

保険契約の締結時に提供を求め
るのか、保険事故発生時に提供を
求めるのかを、保険契約の特性と
マイナンバー収集の確実性という
観点で整理する必要がある。

イントになる。すなわち、名寄せ
ができている場合には、投資家に
対して一括してマイナンバーの提
供を求めることが可能だが、名寄
せが不完全な場合には、契約単位
でマイナンバーの提供を求めざる
を得なくなる。これは金融機関だ
けでなく投資家にとっても負担と
なる。
②マイナンバー提供要請の

　タイミング

マイナンバーの提供要請は、口
座開設から支払調書作成までの間
に行う必要がある。投資家から確
実にマイナンバーを取得できるタ

②マイナンバー収集のチャネル

保険は保険会社本体だけでなく
代理店などを通じて販売されるケ
ースが多い。安全管理措置、顧客
との接点などを考慮して最適なマ
イナンバー収集のチャネルを検討
する必要がある。

持続的な制度対応態勢の構築を
2015年 3 月から政府広報も本格
的に始まり、制度への国民の関心
も高まってきている。その一方、
制度の詳細についてはまだ公表さ
れていない部分もある（表 3）。
マイナンバーの収集と利用開始ま
でに残された時間は短く、制度対
応を確実に行うためには、着手で
きるところから実行に移すことが
重要である。
今後、マイナンバー制度の適用
範囲、運用方法が見直されるであ
ろうこと、安全管理措置の厳格化
などの可能性があることなどか
ら、制度の運用開始以降もそれら
に対応できる持続的な態勢の構築
が必要であることを付け加えてお
きたい。

『ITソリューションフロンティア』
2015年 5 月号から転載

塚田秀俊（つかだひでとし）
総合企画センター新事業企画室上級研究員

表2　金融機関におけるマイナンバー対応

表3　制度詳細の公表状況（3月27日現在）

分野 対象業務 対象者 猶予措置

証券・銀行など 有価証券取引 投資家 3年間

銀行 海外送金 送金者 無

保険 一定金額の年金支払い・
配当金支払いのある保険契約

契約者
受取人 無

分野 所管 公表状況

マイナンバー運用 総務省 公表済み

国税

地方税

国税庁

総務省

記載書類公表済み
様式一部未公表
様式未公表

社会保障 厚生労働省
手続き一部公表済み

一部様式公表済み既存役職員・
扶養家族の取り扱い未公表

特定個人情報保護
ガイドライン 特定個人情報保護委員会 公表済み


